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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の移動体それぞれの異常を基地局および前記複数の移動体それぞれにおいて検出す
る異常検出システムであって、
　前記複数の移動体それぞれに、
　当該移動体において所定の特性量を計測する計測手段と、
　前記計測手段によって計測される前記特性量からなる第１の信号に、当該第１の信号に
含まれ前記移動体に発生する異常に基づく成分を強調する所定の信号処理を施してなる第
２の信号を生成する信号処理手段と、
　前記第２の信号から抽出される複数ポイントの信号値からなり、当該移動体から各々取
得される複数のベクトルデータによって形成される基準空間であって、当該複数のベクト
ルデータ各々が所定の基準時に前記計測手段によって計測された前記特性量に基づいて生
成される基準空間において導出されるマハラノビス距離計算式の演算パラメータを記録す
る第１の演算パラメータ記録手段と、
　当該移動体の稼働時において前記計測手段によって計測される前記特性量に基づいて前
記信号処理手段によって生成される前記第２の信号から複数ポイントの信号値を抽出して
なるベクトルデータを前記第１の演算パラメータ記録手段に記録された前記演算パラメー
タによるマハラノビス距離計算式に代入し、マハラノビス距離を算出する第１のマハラノ
ビス距離算出手段と、
　前記第１のマハラノビス距離算出手段によって算出された前記マハラノビス距離と所定
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の閾値とを比較することによって当該移動体の異常を検出する第１の異常検出手段と、
　を備え、
　前記第２の信号から抽出される複数ポイントの信号値からなり、前記複数の移動体から
各々取得される複数のベクトルデータによって形成される基準空間であって、当該複数の
ベクトルデータ各々が所定の基準時に前記計測手段によって計測された前記特性量に基づ
いて生成される基準空間において導出されるマハラノビス距離計算式の演算パラメータを
記録する第２の演算パラメータ記録手段と、
　前記複数の移動体それぞれの稼働時において前記計測手段によって計測される前記特性
量に基づいて前記信号処理手段によって生成される前記第２の信号から複数ポイントの信
号値を抽出してなるベクトルデータを前記第２の演算パラメータ記録手段に記録された前
記演算パラメータによるマハラノビス距離計算式に代入し、マハラノビス距離を算出する
第２のマハラノビス距離算出手段と、
　前記第２のマハラノビス距離算出手段によって算出された前記マハラノビス距離と所定
の閾値とを比較することによって前記複数の移動体それぞれの異常を検出する第２の異常
検出手段と、
　を前記基地局に備えることを特徴とする異常検出システム。
【請求項２】
　複数の移動体それぞれの異常を基地局および前記複数の移動体それぞれにおいて検出す
る異常検出方法であって、
　前記複数の移動体それぞれにおいて、
　計測手段が、当該移動体における所定の特性量を計測する計測ステップと、
　信号処理手段が、前記計測手段によって計測される前記特性量からなる第１の信号に、
当該第１の信号に含まれ前記移動体に発生する異常に基づく成分を強調する所定の信号処
理を施してなる第２の信号を生成する信号処理ステップと、
　第１のマハラノビス距離算出手段が、前記第２の信号から抽出される複数ポイントの信
号値からなり、当該移動体から各々取得される複数のベクトルデータによって形成される
基準空間であって、当該複数のベクトルデータ各々が所定の基準時に前記計測手段によっ
て計測される前記特性量に基づいて生成される基準空間において導出され、第１の演算パ
ラメータ記録手段に記録された演算パラメータによるマハラノビス距離計算式に、当該移
動体の稼働時において当該移動体に備えられた前記計測手段によって計測される前記特性
量に基づいて前記信号処理手段によって生成される前記第２の信号から複数ポイントの信
号値を抽出してなるベクトルデータを代入し、マハラノビス距離を算出する第１のマハラ
ノビス距離算出ステップと、
　第１の異常検出手段が、前記第１のマハラノビス距離算出手段によって算出された前記
マハラノビス距離と所定の閾値とを比較することによって前記移動体の異常を検出する第
１の異常検出ステップと、
　を備え、
　前記基地局において、
　第２のマハラノビス距離算出手段が、前記第２の信号から抽出される複数ポイントの信
号値からなり、前記複数の移動体から各々取得される複数のベクトルデータによって形成
される基準空間であって、当該複数のベクトルデータ各々が所定の基準時に前記計測手段
によって計測された前記特性量に基づいて生成される基準空間において導出され、第２の
演算パラメータ記録手段に記録された演算パラメータによるマハラノビス距離計算式に、
前記複数の移動体それぞれの稼働時において前記計測手段によって計測される前記特性量
に基づいて前記信号処理手段によって生成される前記第２の信号から複数ポイントの信号
値を抽出してなるベクトルデータを代入し、マハラノビス距離を算出する第２のマハラノ
ビス距離算出ステップと、
　第２の異常検出手段が、前記第２のマハラノビス距離算出手段によって算出された前記
マハラノビス距離と所定の閾値とを比較することによって前記複数の移動体それぞれの異
常を検出する第２の異常検出ステップと、



(3) JP 4044837 B2 2008.2.6

10

20

30

40

50

　を備えることを特徴とする異常検出方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、鉄道車両や搬送車といった車両等の移動体の異常を検出する異常検出システム
に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
車両等の移動体の保全については、定期点検といったように一定時間が経過するごとに保
全を行う時間基準保全方式から、移動体の状態を監視して適切な時点に保全を行う状態基
準保全方式へと主流が移りつつある。状態基準保全方式においては、移動体の状態を監視
して、移動体の各部の異常を検出するモニタリング技術が重要である。従来のモニタリン
グ技術においては、移動体の各部の状態をセンサによって監視し、移動体の各部の正常状
態と異常状態を判別するために予め定めた閾値とセンサの出力値とを比較することによっ
て異常が検出されている、しかしながら、移動体の各部が正常の場合と異常の場合とでセ
ンサの出力値に大きな差異が表れない場合が多く、上記した閾値を設定することが困難な
結果、異常が見落とされる場合がある。
【０００３】
一方、製品の異常を検出する手法としてＭＴシステムが近年注目を集めている。ＭＴシス
テムでは、正常状態の複数の製品それぞれからセンサ等によって取得される特性量に基づ
いて複数のベクトルデータを生成して、基準空間を形成する。ＭＴシステムでは、この基
準空間において導出されるマハラノビス距離計算式に、異常検出対象の製品から取得され
るベクトルデータを代入してマハラノビス距離を算出し、このマハラノビス距離と所定の
閾値を比較することによって製品の異常を検出することができる。このマハラノビス距離
は、正常状態の製品におけるベクトルデータの分布、すなわち正常状態の特性量の分散及
びベクトルを構成する各次元間の特性量の相関が距離の演算に反映されており、正常状態
と異常状態における特性量の差異が小さくても、正常状態と異常状態との距離差を大きく
することができる。したがって、正常状態と異常状態とのマハラノビス距離の間に閾値を
設定することが容易となるので、ＭＴシステムによれば製品の異常を精度よく検出できる
。
【０００４】
このようなＭＴシステムを車両の異常検出に用いた技術として、車両のエンジン回転数、
水温、油圧等をセンサによって計測し、これらを特性量としてベクトルデータを生成して
、ＭＴシステムによって車両の状態監視を行う技術が知られている（非特許文献１）。
【０００５】
【非特許文献１】
大西孝一、他２名、”テレメータリングによるレース車輌の異常診断システムの構築”、
第１０回品質工学研究発表大会、２００２年、ｐ．２８６－２８９。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、移動体は走行するために存在する環境が変化するので、上記したセンサの
出力にも環境によって変化する種々の外乱が含まれる。すなわち、センサの出力値に大き
なバラツキが生じるので、単純にセンサの出力値を特性量とするベクトルデータにＭＴシ
ステムを適用しても、正常状態のマハラノビス距離と精異常状態のマハラノビス距離とを
分離することが困難な結果、移動体に発生する異常を精度良く検出するこができない。
【０００７】
そこで、本発明の目的は、ＭＴシステムを用い移動体の異常を精度良く検出する移動体の
異常検出システムを提供することにある。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
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上記目的を達成するため、本発明の異常検出システムは、移動体の異常を検出する異常検
出システムであって、上記移動体において所定の特性量を計測する計測手段と、上記計測
手段によって計測される上記特性量からなる第１の信号に、当該第１の信号に含まれ上記
移動体に発生する異常に基づく成分を強調する所定の信号処理を施してなる第２の信号を
生成する信号処理手段と、上記第２の信号から抽出される複数ポイントの信号値からなり
、上記移動体から各々取得される複数のベクトルデータによって形成される基準空間であ
って、当該複数のベクトルデータ各々が所定の基準時に上記計測手段によって計測される
上記特性量に基づいて生成される基準空間において導出されるマハラノビス距離計算式の
演算パラメータを記録する演算パラメータ記録手段と、上記移動体の稼働時において上記
計測手段によって計測される上記特性量に基づいて上記信号処理手段によって生成される
上記第２の信号から複数ポイントの信号値を抽出してなるベクトルデータを上記演算パラ
メータ記録手段に記録された上記演算パラメータによるマハラノビス距離計算式に代入し
、マハラノビス距離を算出するマハラノビス距離算出手段と、上記マハラノビス距離算出
手段によって算出された上記マハラノビス距離と所定の閾値とを比較することによって上
記移動体の異常を検出する異常検出手段とを備えることを特徴としている。
【０００９】
また、上記目的を達成するため、本発明の異常検出方法は、移動体の異常を検出する異常
検出方法であって、計測手段が、上記移動体において所定の特性量を計測する計測ステッ
プと、信号処理手段が、上記計測手段によって計測される上記特性量からなる第１の信号
に、当該第１の信号に含まれ上記移動体に発生する異常に基づく成分を強調する所定の信
号処理を施してなる第２の信号を生成する信号処理ステップと、マハラノビス距離算出手
段が、上記第２の信号から抽出される複数ポイントの信号値からなり、上記移動体から各
々取得される複数のベクトルデータによって形成される基準空間であって、当該複数のベ
クトルデータ各々が所定の基準時に上記計測手段によって計測される上記特性量に基づい
て生成される基準空間において導出され、演算パラメータ記録手段に記録された演算パラ
メータによるマハラノビス距離計算式に、上記移動体の稼働時において上記計測手段によ
って計測される上記特性量に基づいて上記信号処理手段によって生成される上記第２の信
号から複数ポイントの信号値を抽出してなるベクトルデータを代入し、マハラノビス距離
を算出するマハラノビス距離算出ステップと、異常検出手段が、上記マハラノビス距離算
出手段によって算出された上記マハラノビス距離と所定の閾値とを比較することによって
上記移動体の異常を検出する異常検出ステップとを備えることを特徴としている。
【００１０】
かかる発明によれば、計測手段によって計測される特性量からなる第１の信号に、信号処
理手段が所定の信号処理を施して第２の信号を生成する。この所定の信号処理とは、第１
の信号に含まれる移動体の異常に基づく成分を強調する処理である。例えば、移動体の異
常によってインパルス波形成分が第１の信号に含まれるという知見がある場合には、移動
分散処理やバンドパスフィルタ処理等の処理を適用するができ、移動体の異常によってラ
ンプ波形成分が第１の信号に含まれるという知見がある場合には積分処理や移動平均処理
等を適用することができる。マハラノビス距離算出手段は、移動体の稼働時に計測手段に
よって計測された第１の信号に基づいて生成される第２の信号から複数ポイントの信号値
を抽出し、これら信号値からベクトルデータを生成してマハラノビス距離を算出する。マ
ハラノビス距離の算出に用いられる計算式は、所定の基準時において計測手段によって計
測された特性量に基づいて上記と同様に生成された複数のベクトルデータが形成する基準
空間において導出されたものである。ここで、「所定の基準時」とは、正常状態の移動体
におけるセンサ出力と同様の出力が得られると想定される予め定められた時間である。こ
のようにマハラノビス距離算出手段によって算出されるマハラノビス距離は、信号処理手
段によって異常が強調された第２の信号から抽出されたベクトルデータに対して求められ
るので、移動体に異常がある場合には、正常状態の移動体から取得されるマハラノビス距
離に比して大きくなる。したがって、異常状態のマハラノビス距離と正常状態のマハラノ
ビス距離を良好に分離できる結果、異常検出手段によってマハラノビス距離と所定の閾値
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とを比較することで移動体の異常をその移動体において精度良く検出することができる。
【００１１】
また、本発明の異常検出システムにおいては、上記異常検出手段は更に、レベルの異なる
複数の所定の閾値と上記マハラノビス距離とを比較し、当該比較の結果に基づいて上記移
動体の異常レベルを検出することを特徴としても良い。
【００１２】
また、本発明の異常検出方法においては、上記異常検出ステップにおいて、上記異常検出
手段は更に、レベルの異なる複数の所定の閾値と上記マハラノビス距離とを比較し、当該
比較の結果に基づいて上記移動体の異常レベルを検出することを特徴としても良い。
【００１３】
一般に、移動体の異常の進行、すなわち異常レベルに比例してマハラノビス距離は大きく
なる。かかる発明によれば、異常検出手段が上記のマハラノビス距離とレベルの異なる複
数の所定の閾値とを比較することによって、移動体の異常レベルを検出することができる
。
【００１４】
上記目的を達成するため、本発明の異常検出システムは、複数の移動体それぞれの異常を
基地局において検出する異常検出システムであって、上記複数の移動体それぞれにおいて
所定の特性量を計測する計測手段と、上記計測手段によって計測される上記特性量からな
る第１の信号に、当該第１の信号に含まれ上記移動体に発生する異常に基づく成分を強調
する所定の信号処理を施してなる第２の信号を生成する信号処理手段と、上記第２の信号
から抽出される複数ポイントの信号値からなり、上記複数の移動体から各々取得される複
数のベクトルデータによって形成される基準空間であって、当該複数のベクトルデータ各
々が所定の基準時に上記計測手段によって計測された上記特性量に基づいて生成される基
準空間において導出されるマハラノビス距離計算式の演算パラメータを記録する演算パラ
メータ記録手段と、上記複数の移動体それぞれの稼働時において上記計測手段によって計
測される上記特性量に基づいて上記信号処理手段によって生成される上記第２の信号から
複数ポイントの信号値を抽出してなるベクトルデータを上記演算パラメータ記録手段に記
録された上記演算パラメータによるマハラノビス距離計算式に代入し、マハラノビス距離
を算出するマハラノビス距離算出手段と、上記マハラノビス距離算出手段によって算出さ
れた上記マハラノビス距離と所定の閾値とを比較することによって上記複数の移動体それ
ぞれの異常を検出する異常検出手段とを備え、少なくとも上記演算パラメータ記録手段と
、上記マハラノビス距離算出手段と、上記マハラノビス距離算出手段とが上記基地局に設
けられたことを特徴としている。
【００１５】
また、上記目的を達成するため、本発明の異常検出方法は、複数の移動体それぞれの異常
を基地局において検出する異常検出方法であって、計測手段が、上記複数の移動体それぞ
れにおいて所定の特性量を計測する計測ステップと、信号処理手段が、上記計測手段によ
って計測される上記特性量からなる第１の信号に、当該第１の信号に含まれ上記移動体に
発生する異常に基づく成分を強調する所定の信号処理を施してなる第２の信号を生成する
信号処理ステップと、上記基地局においてマハラノビス距離算出手段が、上記第２の信号
から抽出される複数ポイントの信号値からなり、上記複数の移動体から各々取得される複
数のベクトルデータによって形成される基準空間であって、当該複数のベクトルデータ各
々が所定の基準時に上記計測手段によって計測された上記特性量に基づいて生成される基
準空間において導出され、演算パラメータ記録手段に記録された演算パラメータによるマ
ハラノビス距離計算式に、上記複数の移動体それぞれの稼働時において上記計測手段によ
って計測される上記特性量に基づいて上記信号処理手段によって生成される上記第２の信
号から複数ポイントの信号値を抽出してなるベクトルデータを代入し、マハラノビス距離
を算出するマハラノビス距離算出ステップと、上記基地局において異常検出手段が、上記
マハラノビス距離算出手段によって算出された上記マハラノビス距離と所定の閾値とを比
較することによって上記複数の移動体それぞれの異常を検出する異常検出ステップとを備
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えることを特徴としている。
【００１６】
上述した発明では、所定の基準時に個々の移動体において計測された特性量に基づいて基
準空間が作成され、マハラノビス距離計算式が導出されているが、かかる発明によれば、
所定の基準時に複数の移動体それぞれにおいて計測された特性量に基づいて基準空間が作
成され、この基準空間においてマハラノビス距離計算式が導出されている。そして、基地
局にマハラノビス距離算出手段と異常検出手段とが備えられ、複数の移動体それぞれの稼
働時における第１の信号に基づいて生成されたベクトルデータに対してマハラノビス距離
が算出され、複数の移動体それぞれにおける異常の有無が基地局において検出される。し
たがって、複数の車両によって編成された鉄道車両や、構内を走行する同型の搬送車とい
ったように、複数の移動体それぞれにおける異常を基地局において一元的に検出すること
ができる。
【００１７】
また、本発明の異常検出システムにおいては、上記異常検出手段は更に、レベルの異なる
複数の所定の閾値と上記マハラノビス距離とを比較し、当該比較の結果に基づいて上記複
数の移動体それぞれの異常レベルを検出することを特徴としても良い。
【００１８】
また、本発明の異常検出方法においては、上記異常検出ステップにおいて、上記異常検出
手段は更に、レベルの異なる複数の所定の閾値と上記マハラノビス距離とを比較し、当該
比較の結果に基づいて上記複数の移動体それぞれの異常レベルを検出することを特徴とし
ても良い。
【００１９】
これらの発明によれば、異常検出手段が上記のマハラノビス距離とレベルの異なる複数の
所定の閾値とを比較することによって、複数の移動体それぞれの異常レベルを検出するこ
とができる。
【００２０】
上記目的を達成するため、本発明の異常検出システムは、複数の移動体それぞれの異常を
検出する異常検出システムであって、上記複数の移動体それぞれに、当該移動体において
所定の特性量を計測する計測手段と、上記計測手段によって計測される上記特性量からな
る第１の信号に、当該第１の信号に含まれ上記移動体に発生する異常に基づく成分を強調
する所定の信号処理を施してなる第２の信号を生成する信号処理手段と、上記第２の信号
から抽出される複数ポイントの信号値からなり、当該移動体から各々取得される複数のベ
クトルデータによって形成される基準空間であって、当該複数のベクトルデータ各々が所
定の基準時に上記計測手段によって計測される上記特性量に基づいて生成される基準空間
において導出されるマハラノビス距離計算式の演算パラメータを記録する第１の演算パラ
メータ記録手段と、当該移動体の稼働時において上記計測手段によって計測される上記特
性量に基づいて上記信号処理手段によって生成される上記第２の信号から複数ポイントの
信号値を抽出してなるベクトルデータを上記第１の演算パラメータ記録手段に記録された
上記演算パラメータによるマハラノビス距離計算式に代入し、マハラノビス距離を算出す
る第１のマハラノビス距離算出手段と、上記第１のマハラノビス距離算出手段によって算
出された上記マハラノビス距離と所定の閾値とを比較することによって当該移動体の異常
を検出する第１の異常検出手段とを備え、上記第２の信号から抽出される複数ポイントの
信号値からなり、上記複数の移動体から各々取得される複数のベクトルデータによって形
成される基準空間であって、当該複数のベクトルデータ各々が所定の基準時に上記計測手
段によって計測された上記特性量に基づいて生成される基準空間において導出されるマハ
ラノビス距離計算式の演算パラメータを記録する第２の演算パラメータ記録手段と、上記
複数の移動体それぞれの稼働時において上記計測手段によって計測される上記特性量に基
づいて上記信号処理手段によって生成される上記第２の信号から複数ポイントの信号値を
抽出してなるベクトルデータを上記第２の演算パラメータ記録手段に記録された上記演算
パラメータによるマハラノビス距離計算式に代入し、マハラノビス距離を算出する第２の
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マハラノビス距離算出手段と、上記第２のマハラノビス距離算出手段によって算出された
上記マハラノビス距離と所定の閾値とを比較することによって上記複数の移動体それぞれ
の異常を検出する第２の異常検出手段とを上記基地局に備えることを特徴としている。
【００２１】
また、上記目的を達成するため、本発明の異常検出方法は、複数の移動体それぞれの異常
を検出する異常検出方法であって、上記複数の移動体それぞれにおいて、計測手段が、当
該移動体における所定の特性量を計測する計測ステップと、信号処理手段が、上記計測手
段によって計測される上記特性量からなる第１の信号に、当該第１の信号に含まれ上記移
動体に発生する異常に基づく成分を強調する所定の信号処理を施してなる第２の信号を生
成する信号処理ステップと、第１のマハラノビス距離算出手段が、上記第２の信号から抽
出される複数ポイントの信号値からなり、当該移動体から各々取得される複数のベクトル
データによって形成される基準空間であって、当該複数のベクトルデータ各々が所定の基
準時に上記計測手段によって計測される上記特性量に基づいて生成される基準空間におい
て導出され、第１の演算パラメータ記録手段に記録された演算パラメータによるマハラノ
ビス距離計算式に、当該移動体の稼働時において当該移動体に備えられた上記計測手段に
よって計測される上記特性量に基づいて上記信号処理手段によって生成される上記第２の
信号から複数ポイントの信号値を抽出してなるベクトルデータを代入し、マハラノビス距
離を算出する第１のマハラノビス距離算出ステップと、第１の異常検出手段が、上記第１
のマハラノビス距離算出手段によって算出された上記マハラノビス距離と所定の閾値とを
比較することによって上記移動体の異常を検出する第１の異常検出ステップとを備え、上
記基地局において、第２のマハラノビス距離算出手段が、上記第２の信号から抽出される
複数ポイントの信号値からなり、上記複数の移動体から各々取得される複数のベクトルデ
ータによって形成される基準空間であって、当該複数のベクトルデータ各々が所定の基準
時に上記計測手段によって計測された上記特性量に基づいて生成される基準空間において
導出され、第２の演算パラメータ記録手段に記録された演算パラメータによるマハラノビ
ス距離計算式に、上記複数の移動体それぞれの稼働時において上記計測手段によって計測
される上記特性量に基づいて上記信号処理手段によって生成される上記第２の信号から複
数ポイントの信号値を抽出してなるベクトルデータを代入し、マハラノビス距離を算出す
るマハラノビス距離算出ステップと、第２の異常検出手段が、上記第２のマハラノビス距
離算出手段によって算出された上記マハラノビス距離と所定の閾値とを比較することによ
って上記複数の移動体それぞれの異常を検出する第２の異常検出ステップとを備えること
を特徴としている。
【００２２】
かかる発明によれば、複数の移動体それぞれには、個々の移動体に第１の演算パラメータ
記憶手段と、第１のマハラノビス距離算出手段と、第１の異常検出手段が備えられている
。また、基地局には、第２の演算パラメータ記憶手段と、第２のマハラノビス距離演算手
段と、第２の異常検出手段が備えられている。個々の移動体に備えられた第１の演算パラ
メータ記憶手段には、所定の基準時にその移動体において計測された特性量に基づく基準
空間において導出されたマハラノビス距離計算式の演算パラメータが記録されている。個
々の移動体では、この第１の演算パラメータ記録手段に記録された演算パラメータによる
マハラノビス距離計算式を用いて第１のマハラノビス距離算出手段がマハラノビス距離を
算出し、第１の異常検出手段が異常を検出する。一方、基地局に備えられた第２の演算パ
ラメータ記録手段には、所定の基準時に複数の移動体それぞれにおいて計測された特性量
に基づく基準空間において導出されたマハラノビス距離計算式の演算パラメータが記録さ
れている。基地局においては、この演算パラメータによるマハラノビス距離計算式を用い
て第２のマハラノビス距離算出手段がマハラノビス距離を算出し、第２の異常検出手段が
複数の移動体それぞれの異常を一元的に検出する。したがって、個々の移動体では早期に
自己の異常を検出することができると共に、基地局では複数の移動体それぞれの異常を一
元的に検出することができる。これによって、例えば、複数の車両によって編成される鉄
道車両について、個々の車両の異常をその車両において個別に検出することができると共
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に、編成中の複数の車両それぞれのマハラノビス距離を相対的に比較することで、編成中
の車両の保全時期を適切に定めることができる。
【００２３】
【発明の実施の形態】
本発明の実施形態にかかる異常検出システムについて説明する。なお、以下の実施形態に
関する説明においては、説明の理解を容易にするため、各図面において同一又は相当の部
分に対しては同一の符号を附すこととする。
【００２４】
（第１実施形態）
まず、第１実施形態の異常検出システム１について図１を参照して説明する。図１は異常
検出システム１の機能的な構成を示すブロック図である。図１に示すように、異常検出シ
ステム１は、移動体１０に設けられるものである。ここで、移動体１０としては、編成さ
れた鉄道車両における一両ごとの車両や、搬送車等が例示される。
【００２５】
異常検出システム１は、計測部１２と、信号処理部１４と、演算パラメータ記録部データ
ベース（以下、「演算パラメータ記録ＤＢ」と呼ぶ）１６と、マハラノビス距離算出部（
以下、「ＭＤ算出部」と呼ぶ。）１８と、異常検出部２０とを備える。
【００２６】
計測部１２は、移動体の各部における特性量を計測するセンサである。本実施形態では、
計測部１２は加速度センサ２２と圧力センサ２４と温度センサ２６とを備えている。加速
度センサ２２は、移動体１０の加速度を計測し、圧力センサは移動体１０の空気ばねの内
圧を計測し、温度センサは移動体１０の軸箱の温度を計測する。
【００２７】
信号処理部１４は、計測部１２によって異なる時刻に計測される複数の特性量からなる第
１の信号に所定の信号処理を施してなる第２の信号を生成する。ここで「所定の信号処理
」とは、移動体１０の各部の異常によって第１の信号に現れることが既知の成分を強調す
る処理であって、予め定められた信号処理である。例えば、加速度センサ２２によって出
力される第１の信号には、移動体１０の軸ばねが破損した場合に、インパルス波形成分が
現れるので、このインパルス波形成分を強調する信号処理として、通過帯域の異なる複数
のバンドパスフィルタ処理とウィンドウ幅の異なる複数の移動分散処理とが第１の信号に
それぞれ施されることが予め定められている。また、圧力センサ２４によって出力される
第１の信号には、圧力ばねのパンクによってランプ波形成分が現れるので、このランプ波
形成分を強調する信号処理として、ウィンドウ幅が異なる複数の移動平均処理と積分処理
とが第１の信号に施されることが予め定められている。また、温度センサ２６によって出
力される第１の信号には、移動体１０の軸受に異常が発生することによって、ランプ波形
成分が現れるので、ウィンドウ幅の異なる複数の移動平均処理と積分処理とが第１の信号
に施されることが予め定められている。このように、信号処理部１４は、第１の信号に複
数の所定の信号処理をそれぞれ施すことによって、第１の信号に現れる移動体１０の各部
の異常を強調した複数の第２の信号を生成する。なお、信号処理部１４によって第１の信
号に適用される所定の信号処理は、第１の信号に含まれる移動体１０の各部に現れる異常
に基づく成分を強調することに無関係の処理を含んでいても良い。例えば、信号処理部１
４は上述したバンドパスフィルタ処理、移動分散処理、移動平均処理、積分処理等の信号
処理を全て第１の信号に施すことができる。これによって、移動体１０の各部に現れる異
常に起因するものの、その異常に起因して第１の信号に現れることが未知の成分を強調す
る可能性を高めて、未知の異常をも検出することが可能とされる。
【００２８】
演算パラメータ記録ＤＢ１６には、移動体１０の各部の異常を検出するためのマハラノビ
ス距離計算式の演算パラメータが記録されている。ここで、マハラノビス距離計算式の導
出について、一般的な製品の良否判定におけるマハラノビス距離計算式の導出を例にとっ
て説明を行う。この導出においては、まず、基準空間を作成するため、良品であることが
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既知の製品ｎ個それぞれについて計測項目Ｘ1，Ｘ2・・・Ｘk取得し、Ｘ1，Ｘ2・・・Ｘk

によってなるベクトルデータをｎ個の製品それぞれについて生成し、これらｎ個のベクト
ルデータによって基準空間を形成する。そして、取得されたそれぞれの計測項目の平均値
ｍ1，ｍ2・・・・ｍk及び標準偏差σ1，σ2・・・σkを求めておき、ｎ個の製品それぞれ
の計測項目を式（１）によって基準化する。
【００２９】
【数１】

なお、式（１）において、添字のｉは上記の計測項目へのインデックスであり、ｊは基準
空間の作成に用いたｎ個の製品それぞれへのインデックスである。
【００３０】
また、上記のように基準化されたｎ個の製品それぞれの計数項目を用いて、相関行列の逆
行列ａijを求める。そして、相関行列の逆行列ａij、平均値ｍ1，ｍ2・・・・ｍk及び標
準偏差σ1，σ2・・・σkを用いると、マハラノビス距離Ｄ2を計算するためのマハラノビ
ス距離計算式が、以下の式（２）として導出できる。
【００３１】
【数２】

この式（２）のＸi、Ｘjに、被判定対象の製品について計測した上記の計測項目の値を代
入すると、マハラノビス距離Ｄ2が算出できる。
【００３２】
異常検出システム１では、所定の基準時において移動体１０の計測部１２によって計測さ
れた特性量に基づく第１の信号に、信号処理部１４が複数の所定の信号処理を施してなる
複数の第２の信号それぞれから複数ポイントの信号値を取得し、これら信号値によってベ
クトルデータが生成される。ここで、「所定の基準時」とは、移動体１０の計測部１２か
ら移動体１０の各部が正常状態のときに得られるセンサの出力と同様の出力が得られると
想定される時間である。例えば、異常検出システム１においては、加速度センサ２２から
の出力については数分前の出力を「所定の基準時」における出力としており、圧力センサ
２４及び温度センサ２６からは入庫時の出力を「所定の基準時」における出力としている
。また、第２の信号から取得する複数ポイントの信号値は、１０ミリ秒毎に１００秒間蓄
積される信号値を用いている。
【００３３】
このようにして形成される基準空間は、加速度センサ２２、圧力センサ２４、温度センサ
２６のそれぞれの出力ごとに形成されており、本実施形態では、３つの基準空間が形成さ
れる。そして、それぞれの基準空間において導出されるマハラノビス距離計算式の演算パ
ラメータである、相関行列逆行列ａij、平均値ｍ1，ｍ2・・・・ｍk及び標準偏差σ1，σ

2・・・σkといった情報が、演算パラメータ記録ＤＢ１６に記録される。
【００３４】
ＭＤ算出部１８は、移動体１０の稼動時に計測された特性量を用いて信号処理部１４によ
って生成される複数の第２の信号から上記と同様に複数ポイントの信号値を抽出して、ベ
クトルデータを生成する。ＭＤ算出部１８は、このベクトルデータに、演算パラメータ記
録ＤＢ１６に記録された演算パラメータによるマハラノビス距離計算式を適用してマハラ
ノビス距離を算出する。例えば、加速度センサ２２によって移動体１０の稼動時に計測さ
れた特性量に基づいて生成されたベクトルデータは、加速度センサ２２によって出力され
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た特性量に基づいて生成された演算パラメータによるマハラノビス距離計算式に代入され
、マハラノビス距離が算出される。圧力センサ２４及び温度センサ２６についても、同様
に移動体１０の稼動時において計測した特性量に基づくベクトルデータが、対応する演算
パラメータによるマハラノビス距離計算式に代入されてマハラノビス距離が算出される。
【００３５】
異常検出部２０は、ＭＤ算出部１８によって算出されたマハラノビス距離と所定の閾値と
を比較し、移動体１０の各部の異常を検出する。この「所定の閾値」とは、移動体１０の
各部が正常状態にある場合に算出されたマハラノビス距離と、移動体１０の各部に異常が
発生した際のマハラノビス距離それぞれの分布から、両者を分離するのに良好な閾値が予
め定められたものである。異常検出部２０は異常を検出した場合に、例えば移動体１０に
設けた表示装置等に異常部位と異常が発生した旨の表示を行うことによって、移動体１０
の各部に発生した異常を警告することができる。ここで、上記した「所定の閾値」は、レ
ベルの異なる複数の閾値であっても良い。一般に、監視対象の異常が進行するにつれて、
マハラノビス距離は大きくなるので、レベルの異なる複数の閾値とマハラノビス距離を比
較すると、監視対象の異常の進行度合いを検出できる。
【００３６】
以下、本実施形態にかかる異常検出システム１の動作について説明し、併せて本実施形態
にかかる異常検出方法について説明する。図２は、本実施形態にかかる異常検出方法のフ
ローチャートである。図２に示すように、この異常検出方法においては、移動体１０の稼
働時において計測部１２が移動体１０の各部の特性量を計測する（ステップＳ０１）。次
に、信号処理部１４が上述したように計測部１２によって計測される特性量からなる第１
の信号に所定の信号処理を施して、第２の信号を生成する（ステップＳ０２）。ＭＤ算出
部１８は、この第２の信号から複数ポイントの信号値を抽出してなるベクトルデータを生
成し、演算パラメータ記録ＤＢ１６に記録された演算パラメータによるマハラノビス距離
計算式を適用して、マハラノビス距離を算出する（ステップＳ０３）。次に、異常検出部
２０が、ＭＤ算出部１８によって算出されたマハラノビス距離と所定の閾値を比較するこ
とによって、移動体１０の各部の異常を検出する（ステップＳ０４）。
【００３７】
以上説明したように、第１実施形態にかかる異常検出システム１によれば、信号処理部１
４が計測部１２によって計測される特性量よりなる第１の信号に、移動体１０の各部の異
常に基づく成分を強調する所定の信号処理を施すので、移動体１０の各部に異常が発生し
た場合のマハラノビス距離を大きくすることができる結果、移動体１０の各部の異常をそ
の移動体１０において良好に検出することができる。
【００３８】
（第２実施形態）
次に、第２の実施形態にかかる異常検出システム２について説明する。図３は、異常検出
システム２が構築された環境を示す図である。図４は、異常検出システム２の機能的な構
成を示すブロック図である。図３に示すように、異常検出システム２は、複数の鉄道車両
２８と基地局３２とによって構成された環境に設けられている。鉄道車両２８は、複数の
車両３０を移動体として備えている。なお、異常検出システム２は、例えば同型の搬送車
が工場構内を走行するような環境においても適用することができる。
【００３９】
図３に示すように、異常検出システム２は、計測部１２と、信号処理部１４と、通信部３
４と、演算パラメータ記録部３６と、ＭＤ算出部３８と、異常検出部４０とを備える。計
測部１２と、信号処理部１４と、通信部３４は、複数の移動体３０にそれぞれ備えられる
ものであり、演算パラメータ記録部３６と、ＭＤ算出部３８と、異常検出部４０とは、基
地局３２に備えられる。なお、計測部１２、信号処理部１４は、第１実施形態の異常検出
システム１の計測部１２、信号処理部１４と同様の構成要素であるため、これらの説明は
省略する。
【００４０】
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通信部３４は、信号処理部１４によって生成された第２の信号を基地局３２に送信する。
通信部３４は、無線ＬＡＮ等によって第２の信号を基地局３２に送信することができる。
なお、通信部３４が採用する通信方式は無線ＬＡＮに限られるものではない。また、通信
部３４を備えなくても、信号処理部１４によって生成された第２の信号を記録するデータ
ベースを複数の移動体３０にそれぞれ備え、記録媒体等を介して、基地局３２に第２の信
号を送ることができる。
【００４１】
演算パラメータ記録ＤＢ３６は、複数の移動体３０それぞれの各部の異常を検出するため
のマハラノビス距離計算式の演算パラメータが記録されている。演算パラメータ記録ＤＢ
３６には、第１実施形態の演算パラメータ記録ＤＢ１６と同様に、加速度センサ２２によ
る出力に基づいて生成される演算パラメータ、圧力センサ２４による出力に基づいて生成
される演算パラメータ、温度センサ２６による出力に基づいて生成される演算パラメータ
の３つの演算パラメータが記録されている。これらの演算パラメータはそれぞれ、複数の
移動体３０のそれぞれおいて計測部１２によって計測された特性量に基づいて生成される
複数のベクトルデータによって形成される基準空間において導出されたマハラノビス距離
計算式の演算パラメータである。
【００４２】
ＭＤ算出部３８は、移動体３０から送信される第２の信号からベクトルデータを生成する
。ＭＤ算出部３８は、このベクトルデータを演算パラメータ記録ＤＢ３６に記録された演
算パラメータによるマハラノビス距離計算式に代入してマハラノビス距離を算出する。
【００４３】
異常検出部４０は、ＭＤ算出部３８によって算出されたマハラノビス距離を所定の閾値と
比較することによって、複数の移動体３０それぞれの各部の異常を検出する。
【００４４】
以下、本実施形態にかかる異常検出システム２の動作について説明し、併せて本実施形態
にかかる異常検出方法について説明する。図５は本実施形態にかかる異常検出方法のフロ
ーチャートである。この異常検出方法においては、複数の移動体３０それぞれの稼働時に
おいて計測部１２が移動体３０の各部の特性量を計測する（ステップＳ１１）。次に、信
号処理部１４が上述したように計測部１２によって計測される特性量からなる第１の信号
に所定の信号処理を施して、第２の信号を生成する（ステップＳ１２）。次に、通信部３
４が、信号処理部１４によって生成された第２の信号を基地局３２に送信する（ステップ
Ｓ１３）。基地局３２において、ＭＤ算出部３８はこの第２の信号から複数ポイントの信
号値を抽出してなるベクトルデータを生成し、演算パラメータ記録ＤＢ１６に記録された
演算パラメータによるマハラノビス距離計算式を適用して、マハラノビス距離を算出する
（ステップＳ１４）。次に、異常検出部４０が、ＭＤ算出部３８によって算出されたマハ
ラノビス距離と所定の閾値を比較することによって、移動体３０の各部の異常を検出する
（ステップＳ１５）。
【００４５】
以上説明したように、第２実施形態にかかる異常検出システム２によれば、複数の移動体
３０の各部の異常を、基地局３２において一元的に検出することができる。
【００４６】
（第３実施形態）
次に、第３実施形態にかかる異常検出システム３について説明する。図６は、異常検出シ
ステム３の機能的な構成を示すブロックである。異常検出システム３は、第２実施形態の
異常検出システム２と同様に、複数の移動体４２と基地局３２とによって構成される環境
に設けられる。
【００４７】
異常検出システム３は、計測部１２と、信号処理部１４と、演算パラメータ記録ＤＢ１６
と、ＭＤ算出部１８と、異常検出部２０と、通信部３４と、演算パラメータ記録ＤＢ３６
と、ＭＤ算出部３８と、異常検出部４０とを備える。計測部１２と、信号処理部１４と、
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演算パラメータ記録ＤＢ１６と、ＭＤ算出部１８と、異常検出部２０と、通信部３４とは
、移動体４２に備えられており、演算パラメータ記録ＤＢ３６と、ＭＤ算出部３８と、異
常検出部４０とは、基地局３２に備えられている。ここで、信号処理部１４、演算パラメ
ータ記録ＤＢ１６、ＭＤ算出部１８、異常検出部２０はそれぞれ、第１実施形態の異常検
出システム１における信号処理部１４、演算パラメータ記録ＤＢ１６、ＭＤ算出部１８、
異常検出部２０と同様の構成を有するので説明を省略する。また、通信部３４、演算パラ
メータ記録ＤＢ３６、ＭＤ算出部３８、異常検出部４０はそれぞれ、第２実施形態の異常
検出システム２における通信部３４、演算パラメータ記録ＤＢ３６、ＭＤ算出部３８、異
常検出部４０と同様の構成を有するので説明を省略する。また、異常検出システム３の動
作、及び異常検出システム３に適用される異常検出方法は、移動体４２においては、異常
検出システム１の動作、及びその異常検出方法と同様であり、基地局３２においては、異
常検出システム２の動作、及びその異常検出方法と同様であるのでこれらの説明も省略す
る。
【００４８】
第３実施形態にかかる異常検出システム３によれば、個々の移動体４２において、その移
動体４２に備える計測部１２によって計測された特性量に基づくマハラノビス距離計算式
を用いてマハラノビス距離を算出することで、個々の移動体４２においてその移動体４２
の各部の異常を個別に検出することができる。加えて、基地局３２において、複数の移動
体４２それぞれから収集された特性量に基づくマハラノビス距離計算式を用いてマハラノ
ビス距離を算出することで、複数の移動体４２それぞれの異常を一元的に検出することが
できる。これによって、例えば、複数の車両によって編成される鉄道車両では、個々の車
両の異常をその車両において個別に検出することができると共に、基地局３２において編
成中の複数の車両それぞれのマハラノビス距離を相対的に比較することで、編成中の車両
の保全時期を適切に定めることができる。
【００４９】
なお、本発明は上記した実施形態に限定されることなく種々の変形が可能である。例えば
、移動体に備えるセンサは、加速度センサ２２、圧力センサ２４、温度センサ２６に限ら
れるものではない。すなわち、異常検出対象となる移動体の各部から特性量を計測するた
めのセンサを備え、本発明の思想を適用することで、移動体の他の部分における異常を検
出することができる。
【００５０】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によればＭＴシステムを用い移動体の異常を精度良く検出す
ることが可能となる。これによって、移動体の保全時期を適切に定めることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】図１は、第１実施形態にかかる異常検出システムの機能的な構成を示すブロック
図である。
【図２】図２は、第１実施形態にかかる異常検出方法のフローチャートである
【図３】図３は、第２実施形態にかかる異常検出システムが構築された環境を示す図であ
る。
【図４】図４は、第２実施形態にかかる異常検出システムの機能的な構成を示すブロック
図である。
【図５】図５は、第２実施形態にかかる異常検出方法のフローチャートである。
【図６】図６は、第３実施形態にかかる異常検出システムの機能的な構成を示すブロック
図である。
【符号の説明】
１～３…異常検出システム、１０，３０，４２…移動体、１２…計測部、１４…信号処理
部、１６，３６演算パラメータ記録データベース、１８，３８…マハラノビス距離算出部
、２０，４０…異常検出部、２２…加速度センサ、２４…圧力センサ、２６…温度センサ
、２８…鉄道車両、３２…基地局、３４…通信部。
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